
過労死等の防止のための対策に関する大綱（令和３年７月30日閣議決定）（抄）

第１及び第２ （略）

第３ 国が取り組む重点対策

１及び２ （略）

３ 啓発

（１）～（４） （略）

(5) 勤務間インターバル制度の導入促進

勤務間インターバル制度は、働く者が生活時間や睡眠時間を確保し、

健康な生活を送るために重要である。働き方改革を推進するための関

係法律の整備に関する法律により改正された労働時間等の設定の改善

に関する特別措置法により、平成31年4月から、勤務間インターバル制

度の導入が努力義務となっている。また、勤務間インターバル制度の普

及促進に向けては、EU(欧州連合)加盟国では、労働時間指令によって、

1日24時間につき最低連続11時間の休息時間の確保を義務化している

(ただし、勤務形態の特殊性等から様々な業務において適用除外があ

る。)ことも参考としつつ、我が国の実情も踏まえながら、勤務間インター

バル制度の実態把握、導入促進を図るための方策等について、有識者と

労使関係者からなる「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者

検討会」を開催した。

同検討会報告書も踏まえ、勤務間インターバル制度の導入を促進す

るため、一定以上の休息時間を設定して勤務間インターバル制度を導入

·する中小企業への助成金の活用や、導入している企業の好事例や導入

運用のマニュアル、努力義務となっている旨の周知を行う。

なお、勤務間インターバル制度の導入に当たっては、職種 業種等の·
特性を踏まえた効果的な取組の推進が必要であることに留意する。

（６）～（12） （略）

４及び５ （略）

第４～第６ （略）

【参考資料９】
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○労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（平成４年法律第 90 号）（抄） 
 

（定義） 
第１条の２ （略） 

２ この法律において「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇

を与える時季、深夜業の回数、終業から始業までの時間その他の労働時間等に関

する事項を定めることをいう。 
 
（事業主等の責務） 
第２条 事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務

の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するた

めに必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整

備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。 
２～４ （略） 

 
 
○「労働時間等見直しガイドライン」（労働時間等設定改善指針）（平成 20 年厚生労働省

告示第 108 号）（抄） 
 

２ 事業主等が講ずべき労働時間等の設定の改善のための措置 
 (1) 事業主が講ずべき一般的な措置 

ト 終業及び始業の時刻に関する措置 
 (ｲ) 深夜業の回数の制限  

 深夜業（交替制勤務による夜勤を含む。以下同じ。）は、通常の労働時間と異な

る特別な労働であり、労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るためには、

これを抑制することが望ましいことから、深夜業の回数を制限することを検討す

ること。  
 (ﾛ) 勤務間インターバル 

勤務間インターバル(前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の

休息を確保することをいう。以下同じ。)は、労働者の生活時間や睡眠時間を

確保し、労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るために有効であるこ

とから、その導入に努めること。なお、当該一定時間を設定するに際しては、

労働者の通勤時間、交替制勤務等の勤務形態や勤務実態等を十分に考慮し、

仕事と生活の両立が可能な実効性ある休息が確保されるよう配慮すること。 
 (ﾊ) 朝型の働き方 

 一定の時刻以降に働くことを禁止し、やむを得ない場合は始業前の朝の時

間帯に業務を処理する等のいわゆる朝型の働き方は、勤務間インターバルと

同様の効果をもたらすと考えられることから、その導入を検討すること。 
 なお、やむを得ず時間外労働を行った場合は、割増賃金を適切に支払わな

ければならないことに留意するとともに、時間外労働をできる限り短くする

よう努めること。 
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実
･

➢検討に当たっての背景等
勤務間インターバル制度は、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間の
休息を設定するもの
・勤務間インターバルは、十分な睡眠時間や生活時間の確保に資するもの
・睡眠時間の多寡が健康状況や作業能力に影響を及ぼすとの研究報告
・法令等の整備（制度導入を事業主の努力義務として規定）
➡制度導入の企業割合は1.8％と低調（「平成30年就労条件総合調査」(厚生労働省））

「働き方改革実行計画」（平成29年3月28日働き方改革実現会議決定）において、勤務間
インターバル制度の普及促進に向けて、労使関係者を含む有識者検討会を
立ち上げることとされた。

➢導入によるメリット
・健康維持に向けた睡眠時間の確保につながる
・生活時間の確保によりワーク・ライフ・バランスの実現に資する
・魅力ある職場づくりにより人材確保・定着につながる
・企業の利益率や生産性を高める可能性が考えられる

➢普及に向けた課題
・制度の認知度が低い
・制度導入の手順が分からない
・就業規則の整備等に係る経費負担
・突発的な業務が発生した際の代替要員の確保

➢普及に向けた取組
・導入事例集を活用し、行政機関はもとより地域の関係団体等と連携して制度の周知を行う
・制度導入の手順をまとめた「導入に向けたポイント」を参考に、更なる導入促進を図る
・助成金による導入支援を引き続き行うとともに、労務管理の専門家による相談支援を実施する
・関係省庁が連携を図りながら、取引環境の改善に向けた取組を一層推進する

、

「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会報告書」 概要
～勤務間インターバル制度導入に向けたポイントをとりまとめ～

制
度
導
入
の
検
討

労
使
で
の
話
合
い

企
業

実 内
の

の 労
働

握 時
間
の

本
格
稼
働

態

把

時

確

の

設

の

討

➢導入に向けたポイント 制度導入に当たっては、導入事例（20の導入企業例を掲載）等を参考にしつつ
事業場ごとの事情を踏まえて検討してみましょう。再検証
労使での話合いは検討の各ステップで重要です。

導
入 【各ステップにおける主な検討項目と留意事項】

・ 制度導入の検討・・・導入の目的、労使間の話合いの機会の整備ま
で 検 ・ 制度設計の検討・・・対象者、休息時間数、休息時間が次の勤務時間に及ぶ度

制 
息
休 
態
を 試

行
の
プ

証 場合の勤務時間の取扱い、適用除外、時間管理の方法
計 間 踏

ま
見
直

期
間ロ

セ
・ 試行期間 ・・・・・制度の効果を検証

検 保 え
た

し ・ 検証・見直し ・・・問題の洗い出し、必要な見直しス
・ 本格稼働 ・・・・・就業規則等の整備、一定期間後の見直し 36
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(8) 勤務間インターバル制度 

 
勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」が 4.6％(令和２年

調査 4.2％)、「導入を予定又は検討している」が 13.8％(同 15.9％)、「導入予定はなく、検討も

していない」が 80.2％(同 78.3％)となっている（第 12 表）。 
 

第 12表  勤務間インターバル制度の導入状況別企業割合及び１企業平均間隔時間 
 

 
 

 

勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、導入予定はなく、

検討もしていない理由（複数回答）別の企業割合をみると、「超過勤務の機会が少なく、当該制度

を導入する必要性を感じないため」が 57.4％(令和２年調査 56.7％)と最も多く、次いで、「当該

制度を知らなかったため」が 19.2％(同 13.7％)となっている。 

また、「当該制度を知らなかったため」の全企業に対する企業割合は 15.4％（同 10.7％）となっ

ている。（第 13表） 
 

第 13表 勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない理由別企業割合 
 

 

（単位：％）

令和3年調査計 100.0 4.6 10：57 13.8 80.2

　1,000人以上　 100.0 14.5 9：55 24.8 60.1
　300～999人 100.0 7.7 10：14 21.1 71.1
　100～299人 100.0 5.1 11：05 17.5 75.9
　 30～ 99人　 100.0 3.9 11：11 11.6 83.1

令和2年調査計 100.0 4.2 10：46 15.9 78.3
注：1) 「全企業」には、「勤務間インターバル制度の導入状況」が「不明」の企業を含む。
　　2) 「１企業平均間隔時間」は、各企業で定められている実際の終業時刻から始業時刻までの間に空けるこ
　　　　ととしている間隔の時間で、各企業で複数ある場合は最も短い間隔の時間での平均である。


企業規模・年 全企業1) 導入している
導入を予定又は
検討している

導入予定はなく、
検討もしていない

１企業平均間隔時間 2) 

（時間、分）

（単位：％）

令和3年調査計 ［ 80.2］ 100.0 ［ 7.5］ 9.3 ［ 7.5］ 9.3 ［ 7.1］ 8.8

　1,000人以上　 100.0 16.3 17.9 21.9
　300～999人 100.0 15.3 15.9 17.6
　100～299人 100.0 11.8 10.5 12.2
　 30～ 99人　 100.0 7.9 8.2 6.8

令和2年調査計 ［ 78.3］ 100.0 ［ 7.4］ 9.4 ［ 9.3］ 11.8 ［ 8.5］ 10.9

令和3年調査計 ［ 46.0］ 57.4 ［ 5.3］ 6.7 ［ 15.4］ 19.2

　1,000人以上　 45.2 18.5 3.0
　300～999人 55.9 13.4 6.7
　100～299人 57.2 8.1 13.3
　 30～ 99人　 58.0 5.4 22.3

令和2年調査計 ［ 44.3］ 56.7 ［ 6.6］ 8.4 ［ 10.7］ 13.7

注：1)「導入予定はなく、検討もしていない企業」には「導入予定はなく、検討もしていない理由」が「不明」の企業も含む。
　　2)［　］内の数値は、全企業に対する企業割合である。

企業規模・年
導入予定はなく、

検討もしていない企業1）  当該制度を導入すると労
 働時間管理が煩雑になる
 ため

 夜間も含め、常時顧客や
 取引相手の対応が必要な
 ため

 人員不足や仕事量が多い
 ことから、当該制度を導
 入すると業務に支障が生
 じるため

導入予定はなく、検討もしていない理由
（複数回答）

企業規模・年 超過勤務の機会が少な
く、当該制度を導入
する必要性を感じない
ため

  当該制度は知っている
  中でのその他の理由

   当該制度を知らな
   かったため

導入予定はなく、検討もしていない理由
（複数回答）
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勤務間インターバル制度を導入している企業の割合 

（「就労条件総合調査」の特別集計結果） 

 

「就労条件総合調査」(厚生労働省)において、民間企業における勤務間インターバル制

度の導入割合が公表されている。 

人事院において、同調査で「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要を感じ

ない」と回答した企業を、集計対象から除いて算出した導入割合(以下「特別集計値」とい

う。)は次のとおり。 

 

○ 産業大分類別導入割合（令和２年） 

 公表値 特別集計値 

全産業 4.2％ 7.5％ 

鉱業、採石業、砂利採取場 2.9％ 6.1％ 

建設業 4.7％ 6.9％ 

製造業 3.6％ 6.9％ 

電気・ガス・熱供給・水道業 3.5％ 6.9％ 

情報通信業 4.2％ 7.1％ 

運輸業、郵便業 12.1％ 14.9％ 

卸売業、小売業 3.5％ 6.6％ 

金融業、保険業 6.9％ 17.2％ 

不動産業、物品賃貸業 2.7％ 5.9％ 

学術研究、専門・サービス業 3.7％ 6.0％ 

宿泊業、飲食サービス業 1.6％ 2.3％ 

生活関連サービス業、娯楽業 1.0％ 1.9％ 

教育、学習支援業 2.1％ 4.6％ 

医療、福祉 4.0％ 9.1％ 

複合サービス業 0.5％ 1.0％ 

サービス業（他に分類されないもの） 4.4％ 8.3％ 

 

○ 企業規模別導入企業割合（令和２年） 

 公表値 特別集計値 

5000 人以上 20.4％ 23.3％ 

1000～4999 人 9.7％ 12.7％ 

300～999 人 7.9％ 11.8％ 

100～299 人 3.8％ 6.7％ 

30～99 人 3.7％ 6.9％ 

 

 

【参考】過去の調査結果(全産業・企業規模計) 

 公表値 特別集計値 

平成２９年 1.4％ 2.2％ 

平成３０年 1.8％ 3.1％ 

令和元年 3.7％ 6.4％ 
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アメリカ イギリス ドイツ フランス

制度内容
（インターバル時間数等）

なし ・24時間ごとに連続11時間以上 ・24時間ごとに連続11時間以上 24時間ごとに連続11時間以上

適用除外 （制度なし）
軍隊・警察その他市民保護サービスの
特定の活動に従事する者等には適用さ
れない

サービス・生産の継続性を要する業務
及び鉄道関連業務の職員、シフト労働
などについては例外を許可し得る

適用除外は以下の２つに限定
①人や物品の保護の必要性から行う保
安・監視等、行政サービスの連続性を保
つ必要がある場合
②例外的な状況下において、限定的な
期間に限り、組織が適用除外にすべき
と判断した場合

公務における勤務間インターバル制度の国際比較
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【参考資料 15】 
EU 主要国の勤務間インターバル制度に関する主な規定 

 
 EU 指令（労働時間指令） ドイツ（労働時間法） フランス（労働法典） イギリス（労働時間規則） 

内容 加盟国は、全ての労働者に、24 時間ごとに、最低

でも連続 11 時間の休息期間を確保するために必

要な措置をとるものとする。[§3] 

労働者は、１日の労働時間の終了から次の日の開

始までの間に連続した最低 11 時間以上の休息時

間をとらなければならない。[§5(1)] 

勤務終了後は、少なくとも 11 時間、就労することが

できない。[§L3131-1] 

労働者には、24 時間ごとに最低でも連続 11 時間の

休息期間が与えられなければならない。[§10] 

適用除外 ①軍隊・警察等の特定の公務又は市民保護サービ

スにおける特定の活動、船員[§1(3)] 

②業務の特殊性から連続した労働時間が測定でき

ない場合、労働時間が予め定められていない場合

又は労働者自身が労働時間を決定し得る場合は

適用除外にできる。[§17(1)] 

・役員又は自ら方針を決定する権限を有する者 

・家族労働者 

・聖職者 

③以下の場合は適用除外にできる（法令又は労使

協定で同等の代償休息期間又は適当な保護を付

与することが条件）。[§17(2)(3)(4)] 

・勤務地と居住地が離れている場合又は複数の職

場が相互に離れている場合 

・財産や人を保護するために常駐を必要とする警

備・監視活動に従事している場合 

・サービス又は生産の継続の必要性を伴う次のよう

な場合： 

-病院等、居住施設及び刑務所で提供される治療

又はケアに関するサービス（研修医を含む） 

-港湾又は空港での業務 

-報道、ラジオ、テレビ、映画製作、郵便、電気通

信事業、市民保護サービス 

-ガス、水道、電力、家庭ごみの収集・焼却 

-技術的な理由で作業を中断することができない

業種 

-研究開発活動 

-農業 

-都市における旅客輸送 

・予見可能な活動の急増がある次の場合： 

-農業 

-観光 

①管理職及び医長[§18] 

②官署の長、その代理、及び人事案件について決

定権を有する公務被用者[§18] 

③家政共同体において、その保護の下にある者と

共同生活をし、この者を自らの責任で育児、介護又

は看護する労働者[§18] 

④教会及び宗教団体の礼拝の仕事を行う者[§18] 

①企業の役員、独立営業職員 VRP（フリーで活動

するセールスマン）、住宅の管理人、家政婦、ベビ

ーシッター 

②農業、運輸業（トラック運転手）、港湾関係企業

（特別の規定が適用） 

③労働協約がない場合でも、労働監督官が許可し

た場合や、緊急時（業務上の事故処理など） 

①船員、漁師又は軍隊若しくは警察等の特定の役

務又は市民保護サービスにおける特定の活動

[§18] 

②業務の特殊性から連続した労働時間が測定でき

ない場合、労働時間が予め定められていない場合

又は労働者自身が労働時間を決定し得る場合

[§20] 

・役員又は自ら方針を決定する権限を有する者 

・家族労働者 

・聖職者 

③以下の場合は適用除外（同等の代償休息期間を

可能な限り認める又は安全衛生上適当な保護を措

置することが条件）。[§21、§22、§24] 

・勤務地と居住地が離れている場合又は複数の職

場が相互に離れている場合 

・財産や人を保護するために常駐を必要とする警

備・監視活動に従事している場合 

・サービス又は生産の継続の必要性を伴う次のよう

な場合： 

-病院等、居住施設及び刑務所で提供される治療

又はケアに関するサービス（研修医を含む） 

-港湾又は空港での業務 

-報道、ラジオ、テレビ、映画製作、郵便、電気通

信事業、市民保護サービス 

-ガス、水道、電力、家庭ごみの収集・焼却 

-技術的な理由で作業を中断することができない

業種 

-研究開発活動 

-農業 

-都市における旅客輸送 

・予見可能な活動の急増がある次の場合： 

-農業 
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-郵便事業 

・鉄道輸送（断続的である業務、鉄道車両上で行わ

れる業務、又は輸送の継続性、規則性の確保が求

められる業務） 

・使用者が制御できない異常で予見不可能な状

況 、 結 果 不 可 避 の 例 外 的 出 来 事

[89/391/EEC§5(4)]） 

・事故の場合又はその切迫した危険性がある場合 

・交替制労働者（その都度労働者のシフトが変わ

り、あるシフトの終了から次のシフトの開始までの

間に休息期間を取ることができない場合） 

・清掃員の業務のように日において労働時間が分

割されている場合 

④国レベル又は地域レベルの労働協約又は労使

協定による場合等は適用除外にできる（同等の代

償休息期間又は適当な保護を付与することが条

件）。[§18] 

⑤移動労働者（陸路、空路、水路により物資や旅客

の運搬サービスに従事する労働者）[§20] 

⑥海上漁船労働者[§21] 

-観光 

-郵便事業 

・災害等（使用者が制御できない異常で予見不可

能な状況、結果不可避の例外的出来事、事故の場

合又はその切迫した危険性がある場合） 

・鉄道輸送（断続的である業務、鉄道車両上で行わ

れる業務、又は輸送の継続性、規則性の確保が必

要となる業務） 

・交替制労働者（その都度労働者のシフトが変わ

り、あるシフトの終了から次のシフトの開始までの

間に休息期間を取ることができない場合） 

・清掃員の業務のように日において労働時間が分

割されている場合 

④労働協約又は労使協定による適用除外 [§23] 

⑤移動労働者[§24A] 

 

特例  ①以下の特例を設けることができる。 

・医療・介護、飲食・宿泊、交通機関、放送局、農

業・畜産においては、1 か月又は 4 週間以内に他の

日の休息時間を 12 時間以上に延長することにより

調整される場合には、1 時間分まで短縮。[§5(2)] 

・医療・介護においては、待機の間に労働させるこ

とにより、休息時間を短縮する場合、この短縮分を

他の時期において調整する場合には、休息時間の

半分を超えない範囲で短縮可能。[§5(3)] 

・当事者の意思に関係なく生じる緊急時や非常時

の一時的な労働に従事する場合[§14(1)] 

・それを行わないと著しい損害を及ぼしかねない労

働に一時的に従事する場合[§14(2)] 

・スケジュール変更のできない研究・教育や医療・

介護[§14(2)] 

②労働協約又はこれに基づく事業所協定におい

て、次の特例を設けることができる。 

①業務の増大の場合、事業所委員会又は労働者

代表の意見を付して労働監督官の許可を得ること

により特例を設けることができる。[§L3131-2、

§D3131-5～7、§D3121-16～18] 

②労働協約により、以下の場合は休息時間を 9 時

間まで短縮することができる。（同等の代償休息期

間 又 は 他 の 代 償 措 置 が 条 件 ） [§L3131-2 、

§D3131-1～6] 

・職場と自宅が離れている又は複数の職場が相互

に離れている場合 

・保安・監視 

・交替制勤務など連続稼働する業務 

・運輸業に係る荷役等 

・日において労働時間が分割されている業務 

③労働協約により、業務の増大の場合は 9 時間ま

で短縮することができる。（同等の代償休息期間又

は他の代償措置が条件）[§L3131-2、§D3131-2、

①労働協約又は労使協定による特例が可能。

[§23] 
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・休息時間の短縮が必要な業務について、休息時

間を 2 時間分まで短縮すること（労働協約等で設定

する一定期間内に短縮した分を調整）[§7(1)3] 

・待機中の休息時間を、こうした勤務の特殊性に適

応させること（休息時間の短縮分を他の時間で調

整）[§7(2)1] 

・農業において季節・天候の影響に対応して、労働

者の健康を保護できる範囲で休息時間を短縮する

こと[§7(2)2] 

・医療・介護において患者等の福祉に対応して、労

働者の健康を保護できる範囲で休息時間を短縮す

ること[§7(2)3] 

・公務において業務の必要性に対応して、労働者

の健康を保護できる範囲で休息時間を短縮するこ

と[§7(2)4] 

D3131-3、D3131-6] 

【出典】厚生労働省「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会報告書（平成 30 年 12 月）」を基に人事院にて作成 
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勤務間インターバル制度の概要 

 

新潟県総務部人事課 

 

１  目的 

   終業の時刻から次に勤務する日の始業の時刻までの間に一定の時間を設け

る制度（以下「勤務間インターバル制度」という。）を導入することにより、

職員の健康の確保を図る。 

 

２  インターバル時間 

   終業の時刻から次に勤務する日の始業の時刻までの間に設ける時間（以下

「インターバル時間」という。）は、10 時間とする。 

 

３  対象者 

   一般職の職員とする。（技能労務職員及び会計年度任用職員を除く。） 

    

４  勤務間インターバル制度を適用した際の勤務時間 

   終業の時刻から次に勤務する日の始業の時刻までの時間がインターバル時  

間に満たない職員の同日の勤務時間は、次の表の中から、終業の時刻に応じ、  

インターバル時間が経過した後の直近の区分を割り振るものとする。 

   最も遅い始業時刻を 10 時としているため、24 時を超えて時間外勤務を行う

場合はインターバル時間が確保できなくなる点に留意が必要であること。 

区分 勤務時間 休憩時間 

ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ勤務１(※) ７時 30 分～12 時 00 分､13 時 00 分～16 時 15 分 

12 時 00 分 

～ 

13 時 00 分 

ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ勤務２(※) ８時 00 分～12 時 00 分､13 時 00 分～16 時 45 分 

ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ勤務３(※) ８時 30 分～12 時 00 分､13 時 00 分～17 時 15 分 

ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ勤務４ ９時 00 分～12 時 00 分､13 時 00 分～17 時 45 分 

ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ勤務５ ９時 30 分～12 時 00 分､13 時 00 分～18 時 15 分 

ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ勤務６ 10 時 00 分～12 時 00 分､13 時 00 分～18 時 45 分 

  （※）早出勤務を実施している職員への勤務間インターバル制度適用の際に使用  

 

５  適用除外 

   下記のいずれかに該当し、所属長が、既に割り振られている勤務時間の始  

業の時刻に出勤する必要があると認める場合は、勤務間インターバル制度を  

適用しないことができるものとする。 

  (1)  業務の都合上やむを得ない場合 

  (2) 家庭の都合等により本人から申し出があった場合 
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   【参考資料 16-3】 

○新潟県職員服務規程等の特例を定める規程（抄） 

（職員の健康の確保を図るための勤務時間の特例） 

第二条の三 

  職員の時間外勤務等の命令をすることを専決する者は、終業の

時刻から次に勤務する日の始業の時刻までの時間が 10 時間に満

たない職員について、所属長が公務の運営等に支障があると認め

る場合を除き、同日の始業及び終業の時刻を、職員の健康の確保

を図るためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする

勤務時間を割り振るものとする。 

※ 施行日：令和元年７月１日 

（試行期間：平成３０年１２月～令和元年６月） 
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